
新宿区放課後子どもひろば一覧 

 

ひろば名 所在地 電話番号 

◎津久戸小学校 津久戸町2−2 3266-5990 

◎江戸川小学校 水道町 1-28 3266-8336 

◎市谷小学校 市谷山伏町 1-3 3266-8440 

◎愛日小学校 北町 26 3266-1251 

◎早稲田小学校 早稲田南町 25 3205-0350 

◎鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140 3205-4602 

牛込仲之小学校 市谷仲之町 4-33 3358-9752 

富久小学校 富久町7−24 3358-9071 

◎余丁町小学校 若松町 13-1 3205-0370 

◎東戸山小学校 戸山 2-34-2 3205-0363 

◎四谷小学校 四谷2−6 3341-8560 

◎四谷第六小学校 大京町 30 3357-7891 

◎花園小学校 新宿 1-22-1 3351-7990 

大久保小学校  大久保1−1−21 3205-4606 

天神小学校 新宿 6-14-2 3358-9562 

戸山小学校 百人町2−1−38  3205-4607 

◎戸塚第一小学校 西早稲田3−10−12 3205-4608 

◎戸塚第二小学校 高田馬場1−25−21 3205-4609 

戸塚第三小学校 高田馬場 3-18-21 3368-8170 

◎落合第一小学校 中落合 2-13-27 3950-1034 

◎落合第二小学校 上落合 2-10-23 3227-0702 

◎落合第三小学校 西落合 1-12-20 3565-1931 

◎落合第四小学校 下落合2−9−34 3565-0989 

◎落合第五小学校 上落合 3-1-6 3227-2238 

◎落合第六小学校 西落合 4-11-21 3565-1631 

◎淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 3227-2468 

◎柏木小学校 北新宿2−11−1 080-1267-6442 

◎西新宿小学校 西新宿 4-35-5 5350-8033 

◎西戸山小学校 百人町 4-2-1 5389-0225 

 

◎印の小学校は平成３０年度学童クラブ機能付き放課後子どもひろば 

「ひろばプラス」を実施しています。平成３１年度実施校については、 

１２月頃ご案内します。 

＊放課後子どもひろばの電話対応時間は、開設中のみとなります。 

（学校、曜日等によって開始時間は異なりますが、おおむね午後３時から 

／長期休業中は、午前１０時から） 

平成３０年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿区では、小学生が放課後を過ごす居場所として「児童館・ 

学童クラブ・放課後子どもひろば」の３つの事業を実施しています。 

ここでは、学童クラブ・放課後子どもひろばについて、ご案内し 

ます。 

なお、平成３１年度の事業詳細や募集については、12月頃に 

 募集案内、広報しんじゅく、区ホームページ等でご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学童クラブ・放課後子どもひろばに関する全般的なお問い合わせ】 

子ども家庭部子ども総合センター児童館運営係 

電話 03（5273）4544（平日午前 8時 30 分から午後 5 時 15 分まで） 

新宿区学童クラブ一覧 

 

学童クラブ名 所在地 電話番号 
在籍児童の多い 

小学校名 

信濃町 信濃町 20 3357-7166 四谷・四谷第六 

本塩町 四谷本塩町 4-9 3350-1456 四谷 

四谷第六小学校内 大京町 30 3357-7891 四谷第六 

北山伏 北山伏町 2-17 3269-7196 市谷 

中 町 中町 25 3267-3321 愛日 

東五軒町 東五軒町 5-24 3269-6895 津久戸・江戸川 

榎 町 榎町 36 3269-2600 早稲田・鶴巻 

薬王寺 市谷薬王寺町 51 3354-5615 牛込仲之・余丁町 

早稲田南町 早稲田南町 50 5287-4321 早稲田 

富久小学校内 富久町 7-24 3358-9071 富久 

富久町 富久町 22-21 3357-7638 余丁町・天神・花園 

東戸山小学校内 戸山 2-34-2 3205-0363 東戸山 

大久保小学校内 大久保 1-1-21 3209-0803 大久保 

子ども総合センター内 新宿 7-3-29 3232-8812 余丁町・東戸山・大久保 

戸山小学校内 百人町 2-1-38 3204-8081 戸山 

百人町 百人町 2-18-21 3368-8156 西戸山 

高田馬場第一 高田馬場 3-18-21 3362-1754 戸塚第三 

高田馬場第二 高田馬場 1-4-17 3200-5028 戸塚第一 

戸塚第二小学校内 高田馬場 1-25-21 3205-9616 戸塚第二 

落合第一小学校内 中落合 2-13-27 3565-0947 落合第一 

落合第四小学校内 下落合 2－9－34 3565-0990 落合第四 

上落合 上落合 2－28－8 3360-1413 落合第二 

中 井 中井 1-8-12 3361-0075 落合第五 

西落合 西落合 1-31-24 3954-0771 落合第三・落合第六 

北新宿第一 北新宿 2-3-7 3369-5856 柏木 

北新宿第二 北新宿 3-20-2 5330-1171 淀橋第四 

西新宿 西新宿 4-35-28 3377-9353 西新宿 

※エイビイシイ風の子

クラブ 
大久保 2-11-3 3232-2080 大久保 

※早稲田フロンティア 

キッズクラブ 

西早稲田 3-17-20 
大伸第一ビル 3 階 

3202-5050 戸塚第一 

※しんえい学童クラブ 

もくもく 
高田馬場 4-36-12 5332-5885 西戸山 

★ 大久保小学校内学童クラブを他校生が利用する場合は、大久保小学校の放課後及び学校休業日のみとな

ります。 

★ 学童クラブの電話対応時間は、学校のある日はおおむね午前１０時３０分以降になります。 

★ ※印の学童クラブは民間学童クラブです。利用料や利用時間は各学童クラブで定めています。詳しくは

各学童クラブにお問い合わせください。 

 

学童クラブ・ 

放課後 の  

ご案内 

 



 

 

 学童クラブ  
 

「学童クラブ」では、保護者が就労や疾病等の理由により、学童クラブ

の利用時間に保護者がいない家庭の小学生をお預かりし、放課後の遊びの

支援や生活指導を保護者にかわって児童指導員（保育士等有資格者）が行

います。区立学童クラブは、２７か所で実施しています。 

利用要件のある３年生までの児童（障害等のある児童は６年生まで）に

ついては、各学童クラブの定員を超えていても受け入れます。 

学童クラブには、下記の 3種類があります。 

定期利用 開設時間は平日（月～金）の放課後から午後６時までです。

土曜日は午前 9 時から午後 6 時までです。月額 6000 円。 

     学校長期休業中は午前 9時から午後 6時までです。 

     延長利用は午前 8時から 9時と午後 6時から 7時で、1回 

200円（1ヶ月の上限 2,000円です）かかります。 

学校休業期間利用 区立小学校の学校休業期間のみの利用。5区分あり

区分ごとに利用料が違います。開設時間は午前 8時

から午後 7時までです。 

土曜日定期利用 土曜日のみの利用。開設時間は午前 8時から午後 

7時までです。月額 1200円。 
 

※生活保護受給世帯、住民税非課税世帯等には利用料の減免・助成制度があります。 

 

 

 

 

  学校が終わったら、まっすぐ学童クラブ室にいきます。 

 

 

  連絡帳を提出します。 

 

 

  宿題をします。 

 
 

  

  おやつタイム 

子どもたちがおやつ作りをすることもあります。 

 

 

  自由遊びの時間 

   児童館や校庭でボール遊びやけん玉・一輪車等で身体を動かして

遊んだり、図書室や学童クラブ室等でレゴやボードゲーム・ぬりえ・

読書等個々に、くつろいで過ごしています。 

   ときには、みんなで公園や放課後子どもひろば等で 

遊ぶ館外活動があります。 
 

 

  帰りの会 

   学童クラブ室でみんなで集まって、連絡事項の確認をします。 

 

  帰宅 

保護者による申請時間に帰宅します。 

   （最長午後 7時まで開設） 

 

 

 

 

学童クラブ機能付き放課後子どもひろば 

「ひろばプラス」 
 
定員を超える利用希望が予測される学童クラブの近隣の小学校の放課

後子どもひろばでは、通常の放課後子どもひろばの利用の他、学童クラブ

機能を付加した利用の「ひろばプラス」を実施しています。「ひろばプラス」

は学童クラブ要件のある児童が別途登録し、保育士等の資格のある専任職

員と支援者で実施しています。 

開設時間は平日（月～金）の放課後から午後 7時までです。学校長期休

業中は午前 8時から開設しています。利用料は無料ですが、希望者にはお

やつを提供します。おやつ提供代は月額 2,000円です。 
 

※生活保護受給世帯、住民税非課税世帯等にはおやつ提供代の免除制度があります。 

  

 

 

 

 

 

学校が終わったら、まっすぐ放課後子どもひろばの活動室にいきます。 

 

 

連絡帳を提出します。 

 

 

 

宿題をします。 

 

 

 

 

 

 

おやつタイム 

専用スペースでおやつを食べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰宅 

保護者による申請時間に帰宅します。 

（最長午後 7時まで開設） 

 

 

 

 

 

通常の放課後子どもひろば 
 
「放課後子どもひろば」は、区内在住又は区立小学校在籍の小学生が自由

に集い、自主的に活動する自由な遊び場と体験プログラムの提供の場です。

全区立小学校で管理責任者１名と支援者４名で実施しています。参加は、

学校から直接でも、一度帰宅してからでも可能です。利用には登録が必要

です。（新 1年生の利用開始時期は各校により異なります。）開設時間は平

日（月～金）の放課後から最長午後６時までです。学校長期休業中は午前

１０時から開設しています。利用料は無料です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宿題をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了時間は各ひろばで設定しています。 

（最長午後 6時まで開設） 

子どもたちの遊び場提供・体験プログラム提供 子どもたちの遊び場・生活の場 

放課後子どもひろば 
 

いただきま～す 

学校授業日の 1日の活動（イメージ） 

参加カードに保護者㊞がある子は、

学校が終わったらまっすぐ放課後

子どもひろばの活動室へ。 
一度、帰宅してから活動室へ。 

直接参加 間接参加 

自由遊びの時間 

 活動室でボードゲームやラキューをしたり図書室で読書や宿題

ができます。校庭や体育館ではボール遊びや一輪車等でお友達と一

緒に遊びます。 

ときには、将棋の先生が来て指導してくれたりボッチャを体験で

きたり、各ひろばで体験プログラムを設定しています。 

学校の敷地内で過ごします。 

いただきま～す 

ひろばへの入退場は自由です。 

ご家庭で、帰る時間等の約束はしっかり

してくださいね。 

さようなら 

また明日ね 

ただいま～ おかえり～ 

ただいま～ おかえり～ 

学校の敷地内で過ごします。 

さようなら 

また明日ね 

さようなら 

またね～ 

こんにちは～ こんにちは～ 

学校授業日の 1日の活動（イメージ） 


